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Ⅰ 令和２年度予算の概要 

１ 危機管理室予算編成方針 

近年、自然災害は激甚化する傾向にあり、全国的にも多くの被害をもたらしている。

また、発生が危惧されている南海トラフ巨大地震などの大規模広域災害に備えていくと

ともに、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催なども見据え、テロや感染症の

流行など、様々の危機事象に対する即応力を強化していく必要がある。これらの状況を

踏まえ、危機管理室では、危機管理体制を一層強化するとともに、市民の安全・安心を

守るための施策を推進するため、次のとおり予算編成を行った。 

まず、「危機管理体制の充実」として、急な豪雨の発生など、近年の気象災害の激

甚化を踏まえ、気象の専門的知見を有する神戸地方気象台経験職員を「気象防災官」

として配置する。また、様々な危機への迅速な対応力を強化するため、「初動対策員」

の配置を進め、24時間365日初動体制を完成させる。  

 さらに、災害による停電時における避難者の情報端末の充電等に対応するため、緊

急避難場所となる市立中学校へ充電バッテリーの整備を行うとともに、避難所等公的

施設に対し、次世代自動車等による外部給電事業（神戸モデル）を推進する。また、

津波や高潮等からの迅速な避難を呼びかけるため、臨海部に防災行政無線の屋外スピ

ーカーを新たに７ヵ所整備するとともに、危機管理システムの運用に加え、新たにAI

による情報解析ツールを導入するなど、一体的な情報収集・伝達網の強化を図る。 

次に、「安全で安心なまちづくりの推進」として、都心部の防災対策では、帰宅困難

者対策を推進するため、一時滞在施設の拡充や、「都市再生安全確保計画」に基づく官

民連携によるハード・ソフト対策の計画的な推進を図る。  

 また、土砂災害特別警戒区域に指定された地域とその周辺を中心に、地域団体等へ土

砂災害からの避難について説明会の実施を呼びかけ、適切な避難行動等の啓発を行うと

ともに、ＩＴに精通した民間人材との連携により、ＳＮＳを活用した災害情報共有シス

テムの実災害での運用を行う。  

 さらに、子どもや女性に対する犯罪対策を主目的に、兵庫県警と連携して犯罪抑止効

果の高い場所への防犯カメラ重点設置を進める。また、青色防犯パトロール活動を支援

するため、青色回転灯等の必要な物品を支給するとともに活動実績に応じた報奨制度を

拡充し、更なる活動の活性化を図る。  

 最後に、市民の交通安全に対する意識の向上を図るため、四季の交通安全運動や、学

校園や地域などで開催している交通安全教室等により啓発を推進する。また、アクセル

とブレーキの踏み間違いによる重大事故を未然に抑制するため、安全運転支援装置の設

置にかかる補助を行う。 
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２ 危機管理室主要施策 

[ は新規・拡充事業 ] 

（１）危機管理体制の充実 

① 危機管理に関する計画の策定

ア 神戸市地域防災計画の修正 １２，５１６千円 

南海トラフ巨大地震や、多発する自然災害に対する国の防災 

基本計画の見直しなどを踏まえ、本市の対応について地域防災 

計画に位置づける。 

② 危機対応力の向上

ア 初動体制の強化 ３５，４６４千円 

急な豪雨の発生など、近年の気象災害の激甚化を踏まえ、 

より的確な避難情報の発令や事前対策を推進するため、気象の 

専門的知見を有する神戸地方気象台経験職員を「気象防災官」 

として配置する。 

また、様々な危機への迅速な対応力を強化するため、自衛隊 

や県警、海上保安庁経験職員を「初動対策員」として配置する。 

来年度は1名を増員して6名体制とし、24時間365日初動体制を 

完成させる。 

イ 被災地への支援 １，５００千円 

国内各地で発生する災害への即応支援体制を強化するため、 

総務省の調整のもと、被災自治体の災害対応の統括支援を行う 

「災害マネジメント総括支援員」登録者について、危機管理 

業務経験職員を中心に大幅拡充を行う。 

ウ 訓練の強化・充実   １５，１７５千円 

自然災害や大規模広域災害、テロ、感染症など様々な危機に 

迅速・的確に対応し、かつ増加が見込まれる外国人を含む観光 

客の安全を守るため、関係機関と連携し、効果的な訓練を実施 

する。 

エ 災害時物資の円滑供給   ６，１５４千円 

本市が被災した場合の国・自治体からの救援物資等への対応に 

ついて、配送の体制や情報伝達方法等を明確に示すことにより、 

大規模災害発生時に被災者へ迅速かつ安定的に物資を供給すること 

を目的とし、災害時物資円滑供給マニュアルの改訂及び訓練を行う。 
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オ 避難所等の環境整備 ６４，２００千円 

停電時における避難者の情報端末の充電等に対応するため、 

緊急避難場所となる市立中学校へ充電バッテリーを整備する。 

 また、避難所等公的施設に対し、EV や FCV など、次世代 

自動車等による外部給電事業（神戸モデル）を推進する。 

③ 情報収集・伝達体制等の強化

ア 情報収集・伝達網の整備 １２５，３６２千円 

津波や高潮等からの迅速な避難を呼びかけるため、臨海部に 

防災行政無線の屋外スピーカーを新たに７ヵ所整備するとと

もに、監視カメラによる情報収集を行う。 

 また、危機管理システムの運用に加え、新たに AI による情

報解析ツールを導入するなど、一体的な情報収集・伝達網の強

化を図る。 

イ 災害時のドローンの活用 １，０００千円 

災害時のドローンの活用を推進するため、協定を締結した事 

業者と連携しながら、活用訓練及び災害現場対応での運用等を 

行う。 

（２）安全で安心なまちづくりの推進 

① 都心部における防災対策の推進

ア 帰宅困難者対策の推進 １１，６２０千円 

「神戸市帰宅困難者対策基本指針」に基づき、一時滞在施 

設の拡充及び一斉帰宅抑制・利用者保護の推進を図る。 

また、三宮駅周辺における滞在者等の安全性を一層高めるた 

め、「都市再生安全確保計画」に基づき、官民連携によるハー

ド・ソフト対策の計画的な推進を図る。 

② 防災啓発の推進

ア 風水害からの適切な避難行動の啓発 ４，２２０千円 

土砂災害特別警戒区域に指定された地域とその周辺を中心に、 

地域団体等へ、土砂災害からの避難について説明会の実施を呼び 

かけ、適切な避難行動等の啓発を行う。 
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イ 防災啓発活動の推進 ５，５３６千円

市民の自己決定力の向上を浸透させていく取り組みとして、 

市内の大学やＮＰＯ、企業等と連携し防災啓発活動を推進する。 

   また、ＩＴに精通した民間人材との連携により、ＳＮＳを活用 

した災害情報共有システムの実災害での運用を行う。 

③ 連携による安全なまちづくり

  ア 通学路や主要駅周辺等への防犯カメラの重点設置 ３７８，０００千円 

子どもや女性に対する犯罪対策を主目的に、兵庫県警と連携 

して犯罪抑止効果の高い場所への防犯カメラ重点設置を進める。 

イ 犯罪被害者等の支援 ４，８４３千円 

犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた施策を 

総合的に推進し、犯罪被害者等に寄り添い犯罪被害者等の 

支援を行う。 

④ 地域活動への支援

ア 地域における防犯活動への支援  １１，９９１千円 

地域団体が実施する防犯活動を支援するため、防犯カメラの新規 

設置にかかる経費および更新経費の補助を継続して行う。 

また、青色防犯パトロール活動を支援するため、青色回転灯等 

の必要な物品を支給するとともに活動実績に応じた報奨制度を拡充 

し、更なる活動の活性化を図る。 

⑤ 交通安全対策の推進

ア 交通安全施策の充実 ９９，９５１千円 

市民の交通安全に対する意識の向上を図るため、四季の交通 

安全運動や、学校園や地域などで開催している交通安全教室等 

により啓発を推進する。 

 また、アクセルとブレーキの踏み間違いによる重大事故を未然 

に抑制するため、安全運転支援装置の設置にかかる補助を行う。 
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Ⅲ  関連議案

第１号議案

神戸市安全で安心なまちづくりに資する防犯カメラの設置及び運用に関

する条例の件

神戸市安全で安心なまちづくりに資する防犯カメラの設置及び運用に関する

条例を次のように制定する。  

令和２年２月 18日提出

神戸市長  久   元   喜   造

神戸市安全で安心なまちづくりに資する防犯カメラの設置及び運用に関

する条例

 （目的）  

第１条  この条例は，市民等の権利利益の保護に配慮しつつ，通学路，駅周辺

及び繁華街の道路等に設置する防犯カメラに関し必要な事項を定めることに

より，子供や女性を対象とした犯罪の予防及び解決その他市民生活の安全の

確保を図り，もって安全で安心なまち神戸の実現に寄与することを目的とす

る。  

（定義）  

第２条  この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。  

(1) 防犯カメラ  道路等を継続的に撮影するため，市が設置する撮影装置，

当該撮影装置と電気通信回線を通じて接続される情報機器その他必要な関

連機器で構成されるもののうち，次条第２項第５号の規定による表示にお

いて「神戸市カメラ」と標記されているものをいう。  

(2) 道路等  道路，公園，広場その他公共の用に供する場所（室内又はこれ

に準ずる環境にある場所を除く。）をいう。  

(3) 市民等  市内に居住し，若しくは滞在し，又は市内を通過する者をいう。

(4) 画像  防犯カメラの映像記録装置により記録された電磁的記録（電子的

方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
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で作られる記録をいう。）であって，画像表示用装置を用いて表示できるも

ののうち，特定の市民等が識別され，若しくは識別され得るもの又はこれ

らに係る記録媒体その他の物をいう。  

（防犯カメラの設置及び運用）  

第３条  市長は，子供や女性を対象とした犯罪の予防及び解決その他市民生活

の安全の確保を図るため，道路等に防犯カメラを設置し，撮影し，及び録画

すること（次項第５号において「設置等」という。）ができる。  

２  市長は，防犯カメラの設置及び運用に際しては，次の各号に掲げる事項を

遵守しなければならない。  

(1) 撮影の対象区域及び範囲を必要最小限度とすること。  

(2) 画像の保管期間は，２週間以内の範囲内において規則で定める期間とす

ること。ただし，法令又は条例（次条第２項第１号において「法令等」と

いう。）の規定に基づき画像を提供する場合又は捜査機関から犯罪捜査を目

的とする要請を受けた場合において，市長が必要と認めるときは，２週間

を超えて画像を保管することができる。  

(3) 保管期間を経過した画像については，消去又は粉砕その他の方法により

復元することができないようにすること。  

(4) 画像の漏えい，滅失，毀損及び改ざんの防止その他画像の適正な管理の

ために必要な措置を講じること。  

(5) 市民等の見やすい場所に，防犯カメラを設置等している旨を表示するこ

と。

(6) 前各号に掲げるもののほか，規則で定める事項

（画像の利用及び提供の制限）  

第４条  市長は，捜査機関から画像の提供の要請を受けた場合に限り，犯罪の

予防及び解決その他市民生活の安全の確保を図るために必要があると認めら

れる範囲内において，これを当該捜査機関に提供することができる。  

２  市長は，前項の目的以外の目的のために画像を利用し，又は第三者に提供

してはならない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限り

ではない。  
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(1) 法令等に規定があるとき。  

(2) 市民等の生命，身体又は財産の保護のため，緊急かつやむを得ないと認

められるとき。

（管理責任者等の設置）  

第５条  市長は，防犯カメラの適正な設置及び運用を行うため，規則で定める

と こ ろによ り ，管理 責 任者， 取 扱責任 者 その他 必 要な職 員 （次項 に お い て

「管理責任者等」という。）を置く  。  

２  管理責任者等は，規則で定める事務を行う。

（関係機関等との連携）  

第６条  市長は，防犯カメラの設置による安全で安心なまちづくりの推進に当

たっては，関係する機関及び団体との連携を図るものとする。

（苦情の処理）  

第７条  市長は，防犯カメラの設置及び運用に関して市民等から苦情の申出 が

あったときは，迅速かつ適切に対応するものとする。

（運用状況の公表）  

第８条  市長は，規則で定めるところにより，毎年度，防犯カメラの運用状況

を公表するものとする。

（施行細目の委任）  

第９条  この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

附  則  

この条例は，令和２年５月１日から施行する。

理     由

道路等に防犯カメラを設置し，適正に運用するに当たり，条例を制定する必要

があるため。  

16


	01表紙・目次
	02編成方針p1
	03主要施策p23.4
	04一般会計p6,7,8,9,10,11,12,13
	05条例議案14,15,16
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



